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１ 制度の趣旨・概要

厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会（第２回）」（R7.1.31）資料より抜粋
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２ 報告の流れ

厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会（第２回）」（R7.1.31）資料より抜粋

報告対象：特定機能病院及び歯科
医療機関を除く病院及び診療所
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３ 報告を求めるかかりつけ医機能の概要

厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会（第２回）」（R7.1.31）資料より抜粋
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４ 協議の場の進め方

厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会（第２回）」（R7.1.31）資料より抜粋
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５ 当面の主なスケジュール

厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会（第２回）」（R7.1.31）資料より抜粋
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６ 今後の方向性

○ かかりつけ医機能の確保に向けた協議の場は、令和８年度から実施することとさ
れており、国から発出される「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン」を
踏まえながら、協議の場の持ち方等について検討を進める必要がある。

○ 進め方として、協議するテーマに応じて圏域を設定することなどが示されており、
保健所や市町村等との連携が必要。

○ 一方で、令和９年度から開始する新たな地域医療構想の取組に向けては、入院医
療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む協議の在り方を検討してい

くこととされており、かかりつけ医機能の確保に関する協議事項と密接に関連する
ことから、令和９年度以降の協議については、新たな地域医療構想に基づく取組と
一体的に検討する視点も必要になると考えられる。

○ こうした状況も踏まえ、新たな地域医療構想との整合を図りつつ、令和９年度に
向けて段階的に協議の体制準備を進めるなどの方法も視野に、検討を進めていく。


